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（案） 

柏崎市水防計画 
 

 

令和３（２０２１）年 月修正 

 

新旧対照表 
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改正前 改正後 修正理由 

第１章 総則 
第１節 目的  
（略） 
第２節 用語の定義  
（略） 
第３節 水防の責任等  
（略） 
第４節 津波における留意事項  
（略） 
第５節 安全配慮  
（略） 
 

第１章 総則 
第１節 目的  
（略） 
第２節 用語の定義  
（略） 
第３節 水防の責任等  
（略） 
第４節 津波における留意事項  
（略） 
第５節 安全配慮  
（略） 
 

 

第２章 水防組織 
第１節 水防本部 
（略） 
第２節 本部組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 水防組織 
第１節 水防本部 
（略） 
第２節 本部組織 
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改正前 改正後 修正理由 

第３節 水防本部の事務分掌 
（略） 
第４節 水防態勢時における関係機関の連絡系統図 
（略） 
 

第３節 水防本部の事務分掌 
（略） 
第４節 水防態勢時における関係機関の連絡系統図 
（略） 
 

第３章 水位周知及び水防警報（水防待機業務） 
第１節 水位情報の通知 
（略） 
第２節 水防警報及び水位情報 
（略） 
第３節 水防警報を行う河川並びに水防警報発表者 
（略） 
第４節 水防警報の対象とする水位観測所 
［その他の数位観測所（危機管理型水位計）］ 

（単位：ｍ） 

河川名 
観測 

所名 
位置 堤防高 

観  測 

開始水位 

危険管理用 

設定水位 

水位計 

型 式 

別山川 

内郷橋 

柏崎市 

西山町 

下山田 

左岸：22.81 17.87 20.67 電波式 

新屋敷 

刈羽郡 

刈羽村 

新屋敷 

右岸：10.02 6.08 8.87 電波式 

長鳥川 

三蔵橋 
柏崎市 

南 条 
右岸：18.25 15.47 16.23 電波式 

小 島 
柏崎市 

小 島 
左岸：24.48 20.88 24.17 電波式 

鵜 川 

野 田 
柏崎市 

野 田 
右岸：42.65 38.17 41.23 電波式 

新 道 
柏崎市 

新 道 
右岸：8.75 3.16 8.03 電波式 

軽井川 横 山 
柏崎市 

横 山 
右岸：6.22 2.72 5.13 電波式 

※危機管理型水位計とは、洪水時の水位観測に特化した小型で低
コストの水位計である。 
 
 

第３章 水位周知及び水防警報（水防待機業務） 
第１節 水位情報の通知 
（略） 
第２節 水防警報及び水位情報 
（略） 
第３節 水防警報を行う河川並びに水防警報発表者 
（略） 
第４節 水防警報の対象とする水位観測所 
［その他の数位観測所（危機管理型水位計）］ 

（単位：ｍ） 

河川名 
観測 

所名 
位置 堤防高 

観  測 

開始水位 

危険管理用 

設定水位 

水位計 

型 式 

別山川 

内郷橋 

柏崎市 

西山町 

下山田 

20.67 17.87  電波式 

新屋敷 

刈羽郡 

刈羽村 

新屋敷 

8.87 6.08  電波式 

長鳥川 

三蔵橋 
柏崎市 

南 条 
16.23 15.47  電波式 

小 島 
柏崎市 

小 島 
24.17 20.88  電波式 

鵜 川 

野 田 
柏崎市 

野 田 
41.23 38.17  電波式 

新 道 
柏崎市 

新 道 
8.03 3.16  電波式 

軽井川 横 山 
柏崎市 

横 山 
5.13 2.72  電波式 

前川 川 内 
柏崎市

川 内 
24.07 22.99  電波式 

谷根川 谷 根 
柏崎市

谷 根 
65.08 63.16  電波式 

 
 
 
 
 
 
 
県計画との整
合性 
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改正前 改正後 修正理由 

 
 
 
 
 
第５節 水防警報を発表しない場合の措置 
（略） 
第６節 水防に関係する注意報・警報等 
（略） 
第７節 排水機場の伝達系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

オガチ川 米山町 
柏崎市

米山町 
5.47 4.96  電波式 

※危機管理型水位計とは、洪水時の水位観測に特化した小型で低
コストの水位計である。 
 
第５節 水防警報を発表しない場合の措置 
（略） 
第６節 水防に関係する注意報・警報等 
（略） 
第７節 排水機場の伝達系統 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市機構改革に
伴う修正 

第４章 水防活動 
第１節 市の非常配備 
（略） 
第２節 巡視出勤の連絡 
（略） 
第３節 水防作業 
（略） 
第４節 緊急交通 
（略） 

第４章 水防活動 
第１節 市の非常配備 
（略） 
第２節 巡視出勤の連絡 
（略） 
第３節 水防作業 
（略） 
第４節 緊急交通 
（略） 
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改正前 改正後 修正理由 

第５節 警戒区域の指定 
（略） 
第６節 避難立ち退き 
（略） 
第７節 決壊の通報及び措置 
（略） 
第８節 水防解除 
（略） 
第９節 水防訓練 
（略） 
 

第５節 警戒区域の指定 
（略） 
第６節 避難立ち退き 
（略） 
第７節 決壊の通報及び措置 
（略） 
第８節 水防解除 
（略） 
第９節 水防訓練 
（略） 
 

第５章 費用負担と公用負担 
第１節 費用負担 
（略） 
第２節 公用負担 
（略） 
 

第５章 費用負担と公用負担 
第１節 費用負担 
（略） 
第２節 公用負担 
（略） 
 

 

第６章 協力・応援 
第１節 河川管理者の協力及び援助 
（略） 
第２節 消防機関の協力等 
（略） 
第３節 下水道管理者の協力 
（略） 
 

第６章 協力・応援 
第１節 河川管理者の協力及び援助 
（略） 
第２節 消防機関の協力等 
（略） 
第３節 下水道管理者の協力 
（略） 
 

 

第７章 水防報告 
第１節 水防概況報告 
（略） 
第２節 水防活動実施報告 
（略） 
 

第７章 水防報告 
第１節 水防概況報告 
（略） 
第２節 水防活動実施報告 
（略） 
 

 

第８章 通信連絡・輸送の確保 
第１節 通信連絡系統 
（略） 
第２節 非常通信の取扱 
（略） 

第８章 通信連絡・輸送の確保 
第１節 通信連絡系統 
（略） 
第２節 非常通信の取扱 
（略） 
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改正前 改正後 修正理由 

第３節 その他の通信施設の使用 
（略） 
第４節 水防信号 
（略） 
第５節 輸送の確保 
（略） 

第３節 その他の通信施設の使用 
（略） 
第４節 水防信号 
（略） 
第５節 輸送の確保 
（略） 

 
 
 
 
 
 

第９章 水防用備蓄資機材 
第１節 市における水防倉庫及び備蓄資機材 
（略） 
第２節 柏崎地域振興局における水防倉庫及び備蓄資機材 
（略） 

第９章 水防用備蓄資機材 
第１節 市における水防倉庫及び備蓄資機材 
（略） 
第２節 柏崎地域振興局における水防倉庫及び備蓄資機材 
（略） 

 

第１０章 ダムにおける洪水警戒体制 
第１節 鯖石川ダムの洪水警戒体制 
１ ダムの基準数値等 

管 理 者 ： 新潟県 
河 川 ： 二級河川 鯖石川 
地 点 ： 柏崎市 高柳町 田代 
計画洪水流量 ： ３４０㎥/s 
洪 水 ：  ８０㎥/s 

２ ゲート操作［柏崎地域振興局「鯖石川ダム操作規則」抜粋］ 
  （洪水警戒体制） 

第１２条 柏崎地域振興局長（以下「局長」という。）は、次の
各号の一に該当するときは、洪水警戒体制を執らなければなら
ない。 
一 新潟地方気象台から柏崎地域において、降雨に関する注意
報又は警報が発せられ、洪水の発生が予想されるとき。 

二 その他細則で定めるところにより洪水の発生が予想される
とき。 

 
 
 
 
  （洪水調節） 

第１４条 局長は、流入量が毎秒５５立方メートルに達した後
は、放流管バルブ２基を全開としラジアルゲートを７０センチ
メートルの一定開度に保ち、洪水及び洪水に達しない流水の調
節放流及び調節後の水位低下放流を行わなければならない。た

第１０章 ダムにおける洪水警戒体制 
第１節 鯖石川ダムの洪水警戒体制 
１ ダムの基準数値等 

管 理 者 ： 新潟県 
河 川 ： 二級河川 鯖石川 
地 点 ： 柏崎市 高柳町 田代 
計画洪水流量 ： ３４０㎥/s 
洪 水 ：  ８０㎥/s 

２ ゲート操作［柏崎地域振興局「鯖石川ダム操作規則」抜粋］ 
  （洪水警戒体制） 

第１１条 柏崎地域振興局長（以下「局長」という。）は、次の
各号の一に該当するときは、洪水警戒体制を執らなければなら
ない。 
一 新潟地方気象台から柏崎市、上越市、十日町市において、
降雨に関する注意報又は警報が発せられ、洪水の発生が予想
されるとき。 

二 その他細則で定めるところにより洪水の発生が予想される
とき。 

  ２ 局長は、第１５条の規定により洪水に達しない流水の調節を
行おうとする場合においては、洪水警戒体制を執ることができ
る。 

  （洪水調節） 
第１３条 局長は、水位が常時満水位を超える場合には、ゲート
等の開度を一定とし、毎秒１６０立方メートルを限度として流
水の放流を行うことにより洪水調整を行わなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
県鯖石川ダム
操作規則改定
に伴う修正 
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改正前 改正後 修正理由 

だし、局長は、気象、水象その他の状況により特に必要と認め
る場合においては、この限りではない。 

 
３ （略） 
 
４ 鯖石川ダム放流時の連絡系統 

次図のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場
合においては、この限りではない。 

 
３ （略） 
 
 
４ 鯖石川ダム放流時の連絡系統 

次図のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実際の連絡系
統を反映 
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改正前 改正後 修正理由 

 
 

 
第２節 後谷ダム、栃ケ原ダムの洪水警戒体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３節 谷根ダム、赤岩ダム、川内ダムの洪水警戒体制 
（略） 

 
 
 
 
第２節 後谷ダム、栃ケ原ダム、市野新田ダムの洪水警戒体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３節 谷根ダム、赤岩ダム、川内ダムの洪水警戒体制 
（略） 

第１１章 重要水防箇所及び消防団受持区域 
第１節 河川関係重要水防箇所評定基準 
（略） 

第２節 河川関係重要水防箇所 
（略） 
第３節 消防団水防受持区域 
（略） 
第４節 海岸関係重要水防箇所評定基準 
（略） 
第５節 海岸関係重要水防箇所 
（略） 

第１１章 重要水防箇所及び消防団受持区域 
第１節 河川関係重要水防箇所評定基準 
（略） 

第２節 河川関係重要水防箇所 
（略） 
第３節 消防団水防受持区域 
（略） 
第４節 海岸関係重要水防箇所評定基準 
（略） 
第５節 海岸関係重要水防箇所 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１２章 異常気象時における交通規制（事前通行規制） 
第１節 事前通行規制区間 
（略） 
第２節 特殊通行規制区間 

第１２章 異常気象時における交通規制（事前通行規制） 
第１節 事前通行規制区間 
（略） 
第２節 特殊通行規制区間 
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改正前 改正後 修正理由 

（略） 
第３節 冠水危険箇所 
（略） 

（略） 
第３節 冠水危険箇所 
（略） 

 

第１３章 津波に対する水防活動 
第１節 水防配備 
（略） 
第２節 水防警報及び水防情報の提供を行う河川 
（略） 
第３節 水防警報及び水防情報の段階と範囲 
（略） 
第４節 水防警報及び水防情報の伝達系統 
（略） 

第１３章 津波に対する水防活動 
第１節 水防配備 
（略） 
第２節 水防警報及び水防情報の提供を行う河川 
（略） 
第３節 水防警報及び水防情報の段階と範囲 
（略） 
第４節 水防警報及び水防情報の伝達系統 
（略） 

 

第１４章 水防協力団体 
第１節 水防協力団体の指定 
（略） 
第２節 水防協力団体の業務 
（略） 
第３節 水防協力団体の消防団等との連携 
（略） 
第４節 水防協力団体の申請、指定及び運用 
（略） 

第１４章 水防協力団体 
第１節 水防協力団体の指定 
（略） 
第２節 水防協力団体の業務 
（略） 
第３節 水防協力団体の消防団等との連携 
（略） 
第４節 水防協力団体の申請、指定及び運用 
（略） 

 
 
 
 
 
 

第１５章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確
保及び浸水の防止のための措置 

第１節 洪水浸水想定区域の指定・公表 
（略） 
第２節 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸

水の防止のための措置 
（略） 
第３節 洪水ハザードマップ 
（略） 
第４節 予想される水災の危険の周知等 
（略） 
第５節 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関す

る計画の作成等 
（略） 
 

第１５章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確
保及び浸水の防止のための措置 

第１節 洪水浸水想定区域の指定・公表 
（略） 
第２節 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸

水の防止のための措置 
（略） 
第３節 洪水ハザードマップ 
（略） 
第４節 予想される水災の危険の周知等 
（略） 
第５節 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関す

る計画の作成等 
（略） 
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改正前 改正後 修正理由 

   

第１号様式 （略） 第１号様式 （略）  

第２号様式 （略） 第２号様式 （略）  

別表第１ 柏崎市水防倉庫備蓄資材 平成 31（2019）年 9月 1日現在 
（略） 

別表第１ 柏崎市水防倉庫備蓄資材 令和 2（2020）年 5月 15 日現在 
（略） 

時点修正 

別表第２ 水防資材取扱業者 
（略） 

別表第２ 水防資材取扱業者 
（略） 

 

別表第３ 新潟県（柏崎地域振興局）における水防倉庫及び備蓄資機 

材 
平成31（2019）年4月1日現在 

 
 

別表第３ 新潟県（柏崎地域振興局）における水防倉庫及び備蓄資機 
材 

令和2（2020）年5月15日現在 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
時点修正 
 
県計画の変更
を踏まえた修
正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第４ 新潟県（柏崎地域振興局）における建設機械保有状況 
（略） 
 

別表第４ 新潟県（柏崎地域振興局）における建設機械保有状況 
（略） 
 

 

 


